
小項目 具体的取組 2020年度までの数値目標

ISO14001の継続更新を行い、認証を維持する。

省エネ推進委員会を定期開催し、省エネ・CO2削減のため
の、企画・推進・監視・対策を行う。

2015年度から活動開始

名古屋市エコ事業所認証（本社）を、維持する。

空調機器の設定温度を適切に管理する。 夏季28℃　冬季20度

本社内空調設備更新計画を立て、実現を図る。 3系統（室内機11台）

使用しない場合は、ガスの元栓閉止の徹底を図る。

給湯器の夏季期間使用禁止（6月1日～9月30日）の徹底を
図る。

本社内省エネ照明への更新計画を立て、実現を図る。 FLR40w2灯用×76台更新

不要な時間の消灯を徹底する。 午後12時～1時まで全消灯

省エネ型機器を導入する。

OA機器を使用しない場合に電源OFF実施の徹底。

本社若しくは常滑営業所に太陽光発電設備の導入の検討
を行う。

ハイブリッドまたはエコカーの導入を図る。 普通車5台（1台/年に入替）

グリ－ン購入ネットワークの活用により、エコ商品の購入を
進める。（ガイドライン対象・Ｇ法適用商品）

100%購入

設備管理業務を通して、建物管理者への省エネ提案を実
施する。

顧客への省エネ提案100件/年

省エネ製品の販売（照明設備・空調設備機器等）を行う。

施工・保守管理業務に伴い発生する産業廃棄物について、３Ｒ
（発生抑制、再使用、再生利用）により排出量削減を図る。

当社から顧客へ、契約事項に
盛り込むよう、働きかけを行う

省エネ提案に関する勉強会または研修会を開催する。 1回/年

省エネ設備・製品等の情報提供を行う。

公共交通機関及び自転車の利用促進を図る。

受託事業所の運営に見合った活動を展開する。
イベントブース出展
書籍の寄贈　等

本社・営業所・事業所周りの清掃奉仕活動を行う。 6回/年

省資源 イントラネットの活用により、紙の使用量を削減する。

法令順守 フロンガス回収・充填業務の適正管理を行う。
取扱者への有資格化推進（第
一種冷媒フロン類取扱技術者）

事業者・事業所等の名称：日本空調システム株式会社

エネルギー管理体制

空調・換気

従業員への啓発

社会貢献

従業員教育
・

社会貢献

ボイラ－・給湯

照明・昇降機

　

自動車

製造・販売・提供

運送・廃棄

購入

CO2削減マニフェスト（取組内容）
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産業用機器


